
スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業のうちスマート農業・農業支援サ

ービス事業加速化総合対策事業実施要領 

農 林 水 産 省 農 産 局 長 通 知 

制  定 令和７年４月１日付け６農産第 5164 号 

一部改正 令和８年４月７日付け７農産第 4203 号 

第１ 総則 

スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業のうちスマート農業・農業支援サ

ービス事業加速化総合対策事業（以下「対策事業」という。）の実施については、スマート農業・

農業支援サービス事業導入総合サポート事業のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化

総合対策事業費補助金交付等要綱（令和７年４月１日付け６農産第5163号農林水産事務次官依命

通知。以下「交付等要綱」という。）に定めるもののほか、この要領（以下「実施要領」という。）

に定めるとおりとする。 

第２ 定義 

１ 農業支援サービス事業（以下「サービス事業」という。） 

別表１のサービス内容の欄に掲げるいずれかの取組に該当する事業をいう。 

２ 農業支援サービス事業者（以下「サービス事業者」という。） 

別表１のサービス内容の欄に掲げるいずれかの取組に該当する事業を、対価を得て、実施

している者又は本事業を活用して実施しようとする者をいう。 

第３ 事業の構成等 

対策事業の構成は次のとおりとし、事業内容、事業実施主体、補助率等は別記１又は別記２に

定めるとおりとする。 

（１）スマート農業技術と産地の橋渡し支援（別記１） 

（２）農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援（別記２） 

第４ 成果目標 

対策事業の成果目標の設定に関して必要な事項は、別記１及び別記２に定めるとおりとする。 

第５ 募集方法等 

１ 募集方法 

対策事業については原則として公募により選定するものとし、農林水産省のウェブサイト

において、農林水産省農産局長（以下「農産局長」という。）が募集する。その詳細は農産局

長が別に定める公募要領によるものとする。 

ただし、第３の（２）を実施しようとする者が、おおむね都道府県域で本事業の取組に係

るサービス事業を実施するサービス事業者（北海道内で取り組むサービス事業者にあっては、

おおむね北海道内の総合振興局・振興局域で本事業の取組に係るサービス事業を実施するサ

ービス事業者）である場合は、当該都道府県において募集するものとする。 

２ 審査 

地方農政局等（北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事

務局。以下同じ。）において応募者から提出された申請書類を審査・採点した上で、前項に基

づき農産局長が募集を行った事業については、農産局長が設置する外部有識者等で構成され

る審査・評価委員会（以下「評価委員会」という。）に諮るものとする。 

審査基準については、別表２並びに別記１及び別記２において定めるとおりとする。 

３ 選定方法 

（１）応募者から提出された申請書類の採点は審査基準に基づき行うものとし、予算の範囲内

で、全ての審査項目のポイントを合計し、事業ごとにポイントの高い者から順に採択する

ものとする。

なお、同ポイントの申請書類が複数あった場合は、事業費が少ない者を優先的に採択す
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るものとする。 

（２）地方農政局等においては、評価委員会による指摘等がある場合には、応募者に対し、指

摘等を反映した書類を提出させることができるものとする。なお、この場合にあっても、

ポイントの変更は行わないものとする。 

４ 審査結果の通知等 

（１）農産局長は、前２項に基づき審査・選定した結果（以下「審査結果」という。）について、

審査等終了後、応募者から申請書類の提出を受けた地方農政局長等（北海道にあっては北

海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。）に対して、速

やかに通知するものとする。 

（２）地方農政局長等は、（１）により通知を受けた場合は、応募者に対して速やかに審査結果

を通知するものとする。 

 

第６ 補助対象経費 

１ 対策事業の補助対象経費及び補助率は、別記１及び別記２に定めるとおりとする。 

２ 事業実施主体は、対策事業の会計について、他の事業等の会計と明確に区分し、費目ごと

に金額が確認できる証拠書類等を整理すること。 

３ 交付決定額は、補助対象経費等の精査により交付申請額から減額することがある。 

 

第７ 補助対象としない経費 

対策事業の実施に必要な経費であっても、以下に掲げる経費は、補助対象としない。 

（１）事業実施主体の運営に係る経費 

（２）特定の個人又は法人の資産形成につながる取組に係る経費（対策事業の補助対象経費と

して導入する機械等に係る経費を除く。） 

（３）サービス事業の実施に係る経費（対策事業の補助対象経費として対価を得ずに取り組む

デモ実演等に係る経費を除く。） 

（４）汎用性の高いものの導入（例：フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、パソコ

ン等）に係る経費 

（５）毎年度必要となる資材の購入に係る経費 

（６）対策事業により農産物の収量及び品質が低下した場合の補てんに要する経費 

（７）対策事業を実施するために雇用した者に対して支払う経費のうち、実働に応じた対価と

して支払う賃金以外の経費 

（８）事業実施期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費 

（９）補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれ

る消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により仕

入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律

第226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た

金額） 

（10）飲食費 

（11）既存の機械の代替として同種・同能力のものを再取得する取組に要する経費 

（12）事業実施主体が、自己資金又は助成により事業を現に実施し、又は既に終了している取

組に要する経費 

（13）補助金の交付決定前に支出される経費（第８第２項の（２）に定める交付決定前着手届

を提出している場合を除く。） 

（14）対策事業以外の事業に要する経費と区分できない経費 

（15）経費の根拠が不明確で履行確認ができない取組に係る経費 

（16）国の他の補助事業等で支援を現に受け、又は受ける予定となっている取組に係る経費 

（17）その他対策事業を実施する上で必要とは認められない経費及び対策事業の実施に要した

ものとして証明できない経費 

 

第８ 事業の実施手続 

１ 事業実施計画書の作成 
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事業実施主体が作成する交付等要綱第５第１項の農産局長が別に定める事業実施計画書

（以下「事業実施計画書」という。）の内容及び提出に当たっての手続（変更する場合を含む。）

は、事業ごとに別記１及び別記２に定めるところによるものとする。 

２ 事業の交付決定及び事業着手 

（１）事業実施主体及び都道府県知事は、原則として、補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律（昭和30年法律第179号）第６条第１項の交付の決定（以下「交付決定」という。）

後に事業に着手するものとする。 

ただし、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情がある場合にあって、

事業ごとに別記１又は別記２に定める提出先に事業実施計画書を提出しかつ補助金の交付

が確実となったときに限り、事業実施主体及び都道府県知事は、交付決定前であっても事

業に着手することができる。この場合においては、事業実施主体及び都道府県知事は、交

付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で行うものとする。 

（２）（１）のただし書により交付決定前に事業に着手する場合においては、事業実施主体（別

記２の第７第１項（２）により事業実施計画書を提出した場合を除く。）は、あらかじめ、

前項において事業実施計画書を提出した地方農政局長等の適正な指導を受けた上で、交付

決定前に事業に着手する理由を明記した交付決定前着手届を様式第１号により作成し、当

該指導を受けた地方農政局長等に提出する（別記２の第７第１項の（２）により事業実施

計画書を提出した場合は都道府県知事が事業実施主体から様式第１号（都道府県知事が別

に定める場合はその様式）により作成された交付決定前着手届の提出を受け、その写しを

地方農政局長等に提出する。）ものとする。なお、都道府県知事が交付決定前に事業に着手

する場合は、あらかじめ地方農政局長等の指導を受けた上で、その理由を明記した交付決

定前着手届を様式第１号により作成し、地方農政局長等に提出するものとする。 

（３）（２）において地方農政局長等は、交付決定前着手届の提出を受ける前に交付決定前に事

業に着手する理由等を検討するとともに、交付決定前に着手する範囲を必要最小限にとど

めるよう指導するものとし、事業着手後においても必要な指導を十分に行うことにより、

事業が適正に行われるようにするものとする。 

 

第９ 事業実施状況の報告 

１ 事業実施主体は、本事業の実施年度から目標年度の前年度までの間における成果目標の達

成状況等について、毎年度、事業ごとに別記１及び別記２に定めるところにより実施状況報

告書を作成し、地方農政局長等（別記２の第７第１項の（２）により事業実施計画書を提出

した場合は都道府県知事を通じて提出する。）に、別記１及び別記２に定める期限までに提出

するものとする。 

２ 地方農政局長等は、前項の規定に関わらず、事業実施年度の途中において、必要に応じて

事業実施主体等に事業実施状況の報告を求めることができるものとする。 

３ 第１項の事業実施状況の報告を受けた者は、その内容を点検し、成果目標の達成等が見込

まれないと判断したときは、当該事業実施主体等に対して必要な指導を行うものとする。 

 

第 10 事業の評価 

１ 対策事業の評価に当たっては、次に定めるもののほか、事業ごとに別記１又は別記２に定

めるところによる。 

（１）事業実施主体は、目標年度の翌年度に、目標年度における成果目標の達成状況等につい

て自己評価を行い、別記１又は別記２に定める期限までに地方農政局長等に報告する（別

記２の第７第１項の（２）により事業実施計画書を提出した場合は都道府県知事を通じて

報告する。）ものとする。 

（２）（１）の報告を受けた地方農政局長等は、遅滞なく、その内容について点検評価し、その

結果を踏まえた評価所見を作成するものとし、地方農政局長等は作成した評価所見等を農

産局長に提出するものとする。 

（３）農産局長は、地方農政局長等から提出を受けた評価所見等について、事業ごとに取りま

とめた上で、評価結果、手法、その他必要な事項等について意見を聴取するために評価委

員会に諮るものとし、地方農政局長等は、評価委員会の意見を踏まえ、最終的な評価結果
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を取りまとめるものとする。ただし、（１）で事業実施主体が都道府県知事を通じて地方農

政局長等に報告したものについては、地方農政局等において関係部局で構成する検討会を

開催する等により最終的な評価結果を取りまとめるものとする。 

なお、評価委員会において意見聴取を行う場合には、農産局長は、必要に応じて地方農

政局長等を通じて事業実施主体に指示し、事業の取組内容を評価委員会に説明させること

ができるものとする。 

（４）地方農政局長等は、（３）により取りまとめられた最終的な評価結果を公表するものとす

る。 

（５）地方農政局長等は、（２）の点検評価の結果、成果目標が達成されていないと判断する場

合には、当該事業実施主体に対し、目標達成に向けて取り組むよう指導を行い、様式第２

号により速やかに改善計画を提出させるものとする。 

ただし、次のア又はイに該当する場合にあっては、事業実施主体から成果目標の変更又

は評価の終了の改善計画を提出させ、（３）の規定に準じて評価委員会に諮る等した上で、

妥当と判断された場合には、成果目標を変更し、又は評価を終了することができるものと

する。なお、成果目標の変更手続は、交付等要綱第14の規定による計画変更に係る手続に

準じて行うものとする。 

ア 自然災害等により取組が困難となるような事態が生じている場合 

イ 社会経済情勢の変化により成果目標の達成が困難となるような事態が生じている場合 

（６）（５）の改善計画に基づく取組の再評価については、（１）から（３）までの規定に準じて

行うものとする。 

（７）地方農政局長等は、（５）により指導を行った場合には、改善計画及びその内容を農産局

長に報告するものとする。 

２ 事業実施効果等の調査 

国は、事業の実施効果等の本事業の実施に必要な事項に関する調査を関係都道府県と連携

して行うとともに、必要に応じて、その内容を公表することができるものとする。 

 

第 11 証拠書類の保管 
事業実施主体及び都道府県知事は、対策事業の支出内容の帳簿及び証拠書類又は証拠物を整

備して、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管するとともに、

地方農政局長等から求めがあった場合には、その書類又はその書類の写しを提出しなければな

らない。 

 

第 12 収益納付 

１ 事業実施主体は、交付等要綱第26第1項の規定による報告について、当該報告に係る年度の

翌年度の６月末までに、様式第３号を地方農政局長等に提出しなければならない。別記２の

第６第１項の（２）により事業実施計画書を提出した事業実施主体にあっては、都道府県知

事が事業実施主体から様式第３号に準じて報告を受け、地方農政局長等に提出しなければな

らない。 

なお、農産局長又は地方農政局長等は、特に必要と認める場合にあっては、当該報告を求

める期間を延長することができるものとする。 

２ 交付等要綱第 26 第 1項の規定による収益の納付を求める期間は、対策事業の各事業の目標

年度までの間とする。ただし、納付を命じることができる額の合計額は、それぞれの事業の

実施に要する経費として確定した補助金の額を限度としなければならない。 

なお、農産局長又は地方農政局長等は、特に必要と認める場合にあっては、当該収益の納

付を求める期間を延長することができるものとする。 

 

第 13 自社製品の調達がある場合の利益等排除 

事業実施主体が自社製品の調達を行う場合、事業実施主体の利益等相当分を補助することは、

補助の目的上ふさわしくないため、原価（自社製品の製造原価等）をもって補助対象経費を計

上すること。なお、製造原価を算出することが困難である場合は、他の合理的な理由をもって

原価と認める場合がある。 
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第 14 その他 

事業実施主体は、国の求めに応じ、サービス事業の発展に資するデータの提供等の協力及び

事業効果の検証に協力するものとする。 

 

附 則 

この通知は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この改正は、令和８年４月７日から施行する。 

２ この通知の改正前の要領に基づいて実施している事業については、なお従前の例による。 
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別表１（第２関係） 

類型 サービス内容 備考 

専門作業受注型 農業者の行う農作業を代行する取組 

 

受委託契約（農業者との直接

契約を原則とする。）の下で農

作業を代行するもの。 

機械設備供給型 農業者が使用するスマート農業機械等を、

レンタル・サブスクリプション等の販売以

外の手段によって農業者に提供する取組 

一つ又は一式の農業機械・器

具につき複数の農業者に提供

するものを原則とする。 

人材供給型 作業者を必要とする農業現場に農作業を

行う人材を派遣する取組 

 

 

データ分析型 農産物（生育途中のものを含む。）、種苗、

土壌やほ場等の状態の把握及びその情報

の分析を行い、これに基づき農業者に情

報・助言等を提供する取組 

 

その他 上記サービス内容の複合型の取組 

 

 

※いずれの類型においても、農産物の加工・流通・販売に係るサービスは除く。 
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別表２（第５第２項関係） 

 

スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業 審査基準 

 

本事業の審査に当たり、審査項目、配分基準及び点数配分は以下のとおりとする。 

なお、事業の要件を満たす場合であっても、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は採択

しないものとする。 

・過去３か年に「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」（昭和 30年法律第 179 号）

第 17条第１項又は第２項に基づく交付決定取消を受けたことのある応募団体（共同団体を含

む）の場合 

・審査項目において一つでも不採択がある場合（審査・評価委員会の委員の過半から不採択と判

定された項目が一つでもある場合） 

 

１ 共通の審査項目等 
審査項目 配分基準 点数配分 

１ 必須事項 ①事業実施主体の適格性 

 ①－１事業実施主体の要件

を満たしているか。 

ア 事業実施主体要件を満たしている １点 

イ 事業実施主体要件を満たしていない 不採択 

①－２事業実施計画書に記

載されたサービスの内容

は、農業支援サービスに

該当するか。 

ア 該当する １点 

イ 該当しない 不採択 

ウ 本項目の該当なし（別記１及び別記２の

場合） 

－ 

②事業の継続性 

 ②－１事業実施主体の財務

状況等により、継続的な

事業の実施が見込めるか

（損益計算書、貸借対照

表等を提出できる場合）。 

ア 財務状況が安定しており、事業の継続性

が認められる。 

１点 

イ アに該当しないが、申請時点で本事業計

画に係る取組に対して既に金融機関からの

融資を受けている、融資が決定している又

は融資交渉が成立している等により、事業

の継続性が認められる 

１点 

ウ 直近３年の決算において、経常損益が３

年連続の赤字となっている、又は、直近１

年の決算において債務超過となっているな

ど、事業の継続性が認められない。 

不採択 

エ 本項目の該当なし（②－２に該当する場

合） 

－ 

②－２事業実施主体の財務

状況等により、継続的な

事業の実施が見込めるか

（損益計算書及び貸借対

照表を提出できない場

合）。 

ア 決算書の代替として提出された書類から

総合的に判断し、事業の継続性が認められ

る。 

１点 

イ 過年度の所得額に対して事業規模が過大

であるなど、事業の継続性が認められな

い、又は、財務状況の安定性を判断できる

書類がない。 

不採択 

ウ 本項目の該当なし（②－１に該当する場

合） 

－ 

２ 基本事項 ①成果目標の妥当性 

・事業実施計画に記載の取組に

ついて、成果目標の達成の可

能性はあるか。成果目標が過

大に見積もられることなく適

切に設定されているか。 

ア 成果目標の達成が見込まれ、適切に成果

目標が設定されている 

２点 

イ 一部精査が必要だが、成果目標の達成が

見込まれる 

１点 

ウ 適切に設定されているとはいえない 不採択 

②事業の実現可能性 

・取組内容や実施スケジュール

に無理がなく、実現性はある

か。 

ア 取組内容や実施スケジュールに無理がな

く、実現性がある 

２点 

イ 一部精査が必要だが、取組内容や実施ス

ケジュールに無理がなく、実現性がある 

１点 
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ウ 取組内容や実施スケジュールに無理があ

り、実現可能とは言えない 

不採択 

③実施体制 

・事業の取組内容を的確に遂行

するために必要な実施体制を

有し、役割分担、責任体制が

明確になっているか。 

ア 本事業を効果的かつ適切に遂行できる体

制になっている。（別記２にあっては、産

地の実情を踏まえて本事業の取組に助言等

を行うことができる者（都道府県、市町

村、農業協同組合等）が位置づけられてい

る。） 

２点 

イ 本事業を適切に遂行することができる体

制になっている 

１点 

ウ 本事業を適切に遂行することができる体

制になっていない 

不採択 

④事業費の妥当性 

・事業費は適正に算定されてい

るか。 

ア 適正に算定されている ２点 

イ 一部精査が必要だが、おおむね適正に算

定されている 

１点 

ウ 精査・見直しを要する経費が多く、適正

に算定されているとはいえない 

不採択 

 

２ 各事業の審査項目等 

事業ごとの審査項目、配分基準等については、事業ごとに別記１及び別記２において定める

ところによるものとする。 
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